
 

次期福祉のまちづくり推進指針の検討について 

 

１  次期指針の考え方 

・現推進指針策定時（５年前）とテーマに大きな変化はないことから基本路線は変えず、より分かり

やすく、伝わる、届くものとするため、本体、別冊（アクション編）の構成とする。 

・本体は、ビジョン、ポリシーなどの理念を中心とし、それに加えて行政の取組を掲載する。 

・別冊（アクション編）は、主体別（市民、地域、事業者）の行動（アクション）のポイントを具体

的な事例なども交えながら示すことで、行動変容を促す。また、手に取り、持ち帰りやすいようＡ

５サイズとする。 

・令和７年４月の条例改正の内容（合理的配慮の提供、当事者参画など）を盛り込んだものとする。 

・今後の社会情勢の変化に対応するため、期間は現行推進指針と同様の５年間とする。 

 

２  スケジュール 

 福祉のまちづくり小委員会 福祉のまちづくり推進会議 その他 

６月 
第 66 回小委員会（６/２） 

・骨子案について 

 

・市民ヒアリング（6/26） 

７月 

第６７回小委員会（7/18） 

・素案について 

・市民意見募集について 

（素案の事前共有 

（7 月下旬）） 

 

 

８月  

第５４回推進会議（8/25） 

・素案について 

・市民意見募集について 

 

９月  

 ・市民意見募集の実施 

  （９/１～9/30） 

・関係団体説明 

10 月 

第６８回小委員会 

・市民意見募集結果の報告 

・原案について 

 

 

11 月  （原案の事前共有）  

12 月  
第５５回推進会議 

・原案の提示 

 

１月～   ・指針の確定 
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